
平成２７年度北海道学校司書実務研修 

開催要項 

                       

１ 目 的 

  学校司書に求められる専門的・技術的な知識・技能の基本を習得するための実務研修を実施し、学校図

書館の運営の改善及び向上を図る。 

また、市町村教育委員会が学校司書の役割や業務等を知り、学校司書配置の必要性を認識することによ

り、市町村における学校司書の配置が促進されることを目指す。 

 

２ 主 催 

  北海道教育委員会 

 

３ 日時及び場所 

(１)札幌会場（参集範囲：道央・道南地区～空知、石狩、後志、胆振、日高、渡島、檜山） 

（ア）日時 平成２７年１１月１０日（火） 9:50:00～16:00 

（イ）場所 道庁別館 地下大会議室 

         （札幌市中央区北 3 条西 7 丁目） 

 

  (２)オホーツク会場（参集範囲：道東地区～オホーツク、釧路、根室） 

（ア）日時 平成２７年１１月１７日（火） 9:50～16:00 

 （イ）場所：オホーツク総合振興局 ３階２号会議室 

（網走市北 7 条西 3 丁目） 

 

 (３)上川会場（参集範囲：道北・（一部）道東地区～上川、留萌、宗谷、十勝） 

（ア）日時 平成２７年１２月１４日（月） 9:50～16:00 

 （イ）場所：上川総合振興局 講堂 

（旭川市永山 6 条 19 丁目 1 番 1 号） 

 

４ 参加対象者 

   小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・中等教育学校の学校司書及び学校図書館担当職員、 

市町村教育委員会職員、道立学校の管理職、その他学校図書館業務に従事する職員 

 

５ 研修日程 

9:30 9:50 10:00          11:00              12:00  13:00            14:00             15:00           16:00 

 

受 

付 

開 

会 

 

(1)講義  

学校図書館の 

意義と役割 

 

(2)講義  

図書館資料の 

管理（基礎編） 

  

(3)講義  

図書館資料の 

管理（実践編） 

 

(4)講義  

教育指導への 

支援 

 

(5)意見交換  

各学校における学校

図書館業務の実情 

 

 

６ 研修内容 

 （１）講義  10:00～11:00 

 「学校図書館の役割と意義」 

      講師：全国 SLA 学校図書館スーパーバイザー（札幌市立平和通小学校教諭） 野村 邦重 氏 

 （２）講義  11:00～12:00 

      「図書館資料の管理(基礎編)」 

      講師：北海道教育庁生涯学習推進局生涯学習課 主幹 吉原 和夏子 

 （３）講義  13:00～14:00 

      「図書館資料の管理(実践編)」   

      講師：全国 SLA 学校図書館スーパーバイザー（北海道学校図書館協会理事） 佐藤 敬子 氏 

  



（４）講義  14:00～15:00 

        「教育指導への支援」 

     講師：全国 SLA 学校図書館スーパーバイザー 佐藤 敬子 氏 

（５）意見交換 15:00～16:00 

     「各学校における学校図書館業務の実情」 

      助言者：全国 SLA 学校図書館スーパーバイザー 佐藤 敬子 氏 

 

７ 受講申込み 

 （１）申込方法 

   ①小・中学校及び市町村教育委員会においては「参加申込書（市町村）」（別紙様式２）を、道立 

学校においては「参加申込書（道立）」（別紙様式３）を、教育局が指定する期日までに当該教 

育局へ提出してください。 

   ②教育局においては、上記①の申込書による参加者を「参加報告書（別紙様式１）」により取りま 

とめ、（２）の期日までに生涯学習推進局生涯学習課（以下、「生涯学習課」という。）担当へ 

E-mail で報告してください。 

 （２）生涯学習課への報告期日 

   ①札幌会場参加者    平成２７年１０月２０日（火）（必着） 

   ②オホーツク会場参加者 平成２７年１０月２７日（火）（必着） 

   ③上川会場参加者    平成２７年１１月２０日（金）（必着） 

 （３）受講料 

    無料 

 （４）受講決定について 

    参加報告書の提出をもって受講決定としますので、あらためて決定通知はしません。 

    なお、会場の都合上、調整が必要な場合は生涯学習課から関係教育局を通じて連絡します。 

 

８ その他 

 （１）受講に要する旅費等は、受講者側の負担とします。 

 （２）道立学校職員に係る旅費については、各校 1 名分の参加旅費を措置します。 

 （３）昼食の斡旋は行っておりませんので、各自で御用意ください。 

 （４）参集範囲と異なる会場で受講することもできます。なお、道立学校職員の場合はあらかじめご相談

ください。 

 （５）本研修会の内容は、業務経験の少ない学校司書を主な対象として、学校司書業務の基本的な知識や

技術の習得を図るものですが、希望者は業務経験年数に関わらず受講できます。 

    また、学校司書業務に対する理解が深まるよう、学校の管理職や市町村教育委員会職員についても、

配置の有無に関わらず参加できます。 

 

９ 問合せ先   

 

 

 

 

     

○各教育局教育支援課 

または 

○北海道教育庁生涯学習推進局生涯学習課 社会教育・読書推進グループ 担当：本吉 

 TEL：011-204-5994  FAX：011-232-2236 

  E-mail：motoyoshi.emi@pref.hokkaido.lg.jp 


